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2.4 フランス 

2.4.1  概要19 

人口は6,498万人（2017年）、面積は日

本の1.5倍である。EUの主要農業大国であり、

農業生産額はEU最大、EU全体の1７%を占め

る（2016年）。農産物輸出額は、アメリカ、オラ

ンダ、ドイツ、ブラジル、中国に次ぐ世界第６位で

ある（2016年）。 

南西部もボルドーと北東部のナンシーを結ぶ線

を境に、北部は農業地帯、パリ近郊や中央地域

には小麦などの大規模な穀倉地帯が広がる。南

部の山岳地帯では肉牛の放牧などの畜産業が盛

んである。地中海海岸やボルドーなどの南西部、ロワール地方ではワインの生産が盛んである。主

要農産物は、てん菜、小麦、とうもろこし、大麦等の穀物、ぶどう、生乳、肉類等である。 

１経営体当たりの平均経営面積は58.7ha（2013年）である。国内総生産に占める農

林水産業の比率は1.5％（日本は1.1％）である。 

 

農林水産業の地位（2017年） 単位：億USドル、％ 

 フランス 日本 

名目額 比率 名目額 比率 

国内総生産（GDP） 25,825 100.0 48,724 100.0 

うち農林水産業 390 1.5 542 1.1 

資料：国連統計 

 

日本との農林水産物貿易をみると、日本からフランスへの輸出額が6千８百万USドルである

のに対し、フランスから日本への輸入額は約20億USドルと28倍である（2018年）。日本の輸

出上位品目はアルコール、醤油、ソース混合調味料であり、フランスからの輸入上位品目はアル

コール飲料、硬水・炭酸水、ペットフードである。 

 

 

 

                            
19 フランスの農林水産業概況、農林水産省2019 

 https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/attach/pdf/index-137.pdf 
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農林水産省貿易概況（2018年） 単位：百万US ドル 

 輸出 
（日本→フランス） 

輸入 
（フランス→日本） 

日本の 
収支 

総額 7,058 11,037 ▲3,978 
農林水産物 68 1,967 ▲1,899 
農林水産物のシェア 1.0 17.8. - 

資料：財務省貿易統計 

 

農林水産物貿易上位5品目（2018年） 

輸出：日本→フランス（単位：百万USドル％） 輸入：フランス→日本（単位：百万USドル％） 

品目名 輸出額 シェア  品目名 輸入額 シェア 

アルコール飲料 30 44.7  アルコール飲料 1,042 53.0 
醤油 4 5.2  硬水、炭酸水 94 4.8 
ソース混合調味料 3 4.4  ペットフード 87 4.4 
緑茶 3 4.2  豚肉 68 3.4 
果汁 3 4.2  プロセスチーズ 42 2.2 
総額 68 100.0  総額 1,967 100.0 

資料：財務省貿易統計 

 

原 産 地 呼 称 保 護 （ PDO ） は 、 フ ラ ン ス 語 で Appellation d'Origine Protégée 

（AOP）、地理的表示保護（PGI）はIndication Géographique Protégée（IGP）と

呼ぶ。フランスの農産物・食品のGI取得状況は、PDO105件（2019年12月31日時点、登

録済み）、PGI 144件、合計249件となっており、イタリアに次ぐ第２位である。品目別をみると、

PDOはチーズ、果物・野菜・穀類が多く、PGIは肉、果物・野菜・穀類が多い。 

 

品目別GI登録件数 

品目 PDO PGI 

Class 1.1. 肉 11 66 
Class 1.2. 肉製品 5 15 
Class 1.3. チーズ 45 9 
Class 1.4. その他動物製品（卵、蜂蜜等） 4 5 
Class 1.5. 油、油脂 10 - 
Class 1.6. 果物、野菜、穀類 22 34 
Class 1.7. 水産物 1 4 
Class 1.8. その他（スパイス等） 5 5 
Class 2.4. パン、菓子類 - 3 
Class 2.6. マスタードペースト - 1 
Class 2.7. パスタ - 2 
Class 3.1. 干し草 1 - 
Class 3.2 精油 1 - 
総数 105 144 

EU eAmbrosiaデータベース、2019年12月31日時点登録済 
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北西部ノルマンディ地方のカマンベール・ド・ノ

ルマンディ（PDO） 

 

南部コルシカ島のクレモンティーヌ・ド・コルス

（PGI） 

 

 

南西部のカナード・ア・フォアグラ（PGI） 

 

 

 

南部プロヴァンス地方のはちみつミエル・ド・ラ

ヴァンド・プロヴァンス（PGI）
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2.4.2  GI監視スキーム 

フランスのGI保護制度は中央集権的で、２つの政府機関が役割を担っている。経済財務省

の競争政策局（DGCCRF）は消費者問題及び詐欺に関する規制を所管し、市場における名

称使用や品質管理を監視する。フランス国内で発生したGI侵害のみを担当する。 

国立原産地品質研究所（INAO）は農業省の監督の下でGIをはじめとした品質保証制度

の審査や管理を所管し、製品の生産段階の管理において中心的な役割を果たしている。さらに、

INAOは海外におけるGIをはじめとした品質保証の保護にも関わっている。 

 

中央政府 

機関名 住所 連絡先 

経済・財務省 
(Ministère des E'conomie et 
des Finances） 
 
競争政策局 
(Direction Générale de la 
Concurrence, de la 
Consommation et de la 
Répression des Fraudes — 
DGCCRF） 

Télédoc 151 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 
12  

Tel. + 33 0140040404 
 
Email: sous-
direction%204@dgccrf.finances
.gouv.fr 
(Contact person: Jean-Louis 
GERARD, Director of 
Agricultural Products and 
Agricultural and Food Markets) 
 
Website: 
www.economie.gouv.fr/dgccrf 

農業・農産物加工業・林業省 
(Ministre de l’Agriculture et de 
l'Alimentation） 
 
国立原産品質研究所 
(Institut national de l'origine et 
de la qualité — INAO) 

12 rue Henri-Rol-
Tanguy TSA 30003 
93555 Montreuil-
sous-Bois Cedex 

Tel. +33 0173303800 
(Contact person: Jean-Luc 
Dairien, Director of INAO) 
 
Website: www.inao.gouv.fr 

中央政府がEU規則 No.1151/2012第38条に基づくGI名称の市場監視当局でもある。20 

EUIPO (2017)21 

 

DGCCRFは実際にスーパーや市場、生産地などで監視を行うことがあり、写真を撮って名称

の違反がないか確認し、疑いがあると調査を始める。GI侵害が疑われる場合には、侵害をしてい

ないことを証明する書類の提出を求める。特に決まった書類はなく、原産地を証明する書類、請

求書など、商品にまつわる書類を提出する。GI産品の生産基準は、欧州委員会が公表するGI

産品のオンラインデータベースeAmbrosiaに基づき確認している。 

                            
20 EU規則 No.1151/2012第38条に基づき、EU加盟国政府はGI名称の市場監視当局を定めて欧州委員会

に報告することとされており、フランス当局として上記の2機関が公表されている。しかし、DGCCRFへのヒアリングによる

と、フランス国内で他国のGI侵害が発生した場合の窓口は農業省であるという。しかし農業省が窓口であるエビデンス

は得られなかった。 
21 EUIPO (2017) Protection and control of geographical indications for agricultural products 

in the EU member states. Annex, Guide for public authorities and economic operators. 
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2.4.3  GI侵害の事例 

 

 

「モルビエチーズ」の特徴 

 

フランスのフランシュ＝コンテ地域圏のチーズ「モルビエ（Morbier）」は、中央に水平

に黒っぽい線が入ることが特徴のPDOチーズである。 

Livradois社は、1979年からモルビエと同様に黒い線が入ったチーズを販売しており、

モルビエの特徴を規定した「「モルビエ」の規制ラベルに関する2000年12月22日の法

令」制定後、モルビエが2002年にPDOに登録した後も、2007年までモルビエの名前を

使用する権限が与えられ、その後は別の名称に改称してチーズを販売し続けていた。 

これに対してモルビエの生産者団体は、モルビエに似た外観的特徴を持つLivradois

社のチーズはモルビエを想起させ、違反に当たるとして提訴した。 

2013年の第一審、2016年の第二審では、いずれも生産者団体の訴えが退けられ

たが、フランス最高裁判所は欧州司法裁判所に最終判断を委ねた。欧州司法裁判所

は、モルビエの名前だけでなくその特徴も保護されると判断し、Livradois社のチーズの形

や黒い線はモルビエを想起させるとされ、モルビエの生産者団体が逆転勝訴となった。 

 

 (https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20190619-1725822) 

国際食品展示会SIAL 

 

SIALはパリで２年に１度開催される大規模な国際食品展示会。そこでイタリアのチ

ーズ（Asiago、Parmigiano Reggiano及びPecorino Romano）のコンソーシア

ムの関係者が、アメリカやエジプトからの出展者の商品に「Parmesan」などと記載した商

品を発見し、GIが侵害されているとしてDGCCRFに対応を求めた。DGCCRFは、GIを

想起させる商品を直ちに押収して事態は収束したが、コンソーシアムによる監視、GI侵

害の発見、侵害品の押収は、SIALが開催されるたびにほぼ恒例となっている。 

 

(https://www.parmigiano-

reggiano.it/en/news/2016/counterfeit_products_sial_paris_asiago_parmigiano.aspx) 
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2.4.4  対抗手段 

 

～GIを守るために～ 

侵害の通報窓口 

【行政ルート】 

フランスは、中央政府の2つの省がGIを管理するゆるやかな中央集権の国。EU域内か

らのGI侵害の報告は農業省の連絡先に侵害の証拠となる写真とともにメールで行うのが

良いが、日本からの場合は正式には欧州委員会を通じて国同士がやりとりするのが良い

とのこと。まずは下記の在日本フランス大使館貿易投資部に連絡すると良い。 

tokyo@businessfrance.fr 

【民間ルート】 

フランスではGIの侵害に関して、特に商標の侵害も伴う場合、法律事務所に相談する

ことが一般的。法律事務所の選択は、インターネットで知的財産（特にGI、商標）を

多く取り扱う弁護士を探したり、下記のような日本の組織に相談しても良い。 

 農林水産知的財産保護コンソーシアム（農林水産省海外知的財産保護・監視委託事

業)：http://mark-i.info/index.html 

 弁護士知財ネット：https://iplaw-net.com/ 

 日本弁理士会知的財産相談室： 

https://www.jpaa.or.jp/howto-request/free_consultation/ 

 

連絡方法 

在日フランス大使館に連絡。違反の証拠となる写真があると良い。 

 

保護のしくみ 

【行政ルート】 

GI 侵害が確認された場合、内容を判断してINAOがex officioを行うか、DGCCRF

が公式の警告状を送る。 

【民間ルート】 

法律事務所に相談することは一般的だが、訴えることができるのは当事者としてGI侵害

による「正当な利益」を持つ生産者（団体）の代理人である弁護士またはINAOに限

られる。 

実際に訴訟まで発展するケースは稀で、事前の交渉で解決されることがほとんどである。

交渉は判決ほどの周知性や拘束力はないが、GI侵害の事実を業界誌等に公表するな

どで周知することができる。 

 

mailto:tokyo@businessfrance.fr
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2.4.5  関連法令 

フランスのGI関連法令は以下の通りである。なお法令の英語名称は、欧州知的財産庁レポ

ート22 に基づいている。 

 

GIの国内根拠法令 

 The Rural and Maritime Fishing Code（フランス農村海事漁業法典） 

 

民事手続きについて 

 Intellectual Property Code（知的財産法典） 

 

刑事手続きについて 

 The Consumer Code（消費者法典） 

 The Code of Public Health（公衆衛生法典） 

 

 

  

                            
22 EUIPO (2017) Protection and control of geographical indications for agricultural products 

in the EU member states及びAnnex, Guide for public authorities and economic operators. 
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2.5 スペイン 

2.5.1  概要23 

人口は4,635万人（2017年）、面積

は日本の1.3倍である。EUの主要農業大国

であり、農業生産額はフランス、ドイツ、イタリ

アに次ぐEU第4位（2016年）。農業地面

積はフランスに次ぐEU第2位でEU全体の

14%を占める（2015年）。農業生産は地

形や気候等により地域ごとに特徴がある。北

部は雨が多く、夏は涼しく冬は温暖な海洋性

気候であり、酪農、麦類の生産が盛んであ

る。中央部は昼夜の気温差が大きく、夏は

暑く冬は寒い大陸性気候であり、麦類、ぶど

う、畜産物の生産が盛んである。東部及び南部は年間を通じて温暖で乾燥した地中海性気

候であり、東部は柑橘類、コメ、南部はオリーブ、ぶどう、野菜、コメの生産が盛んである。 

有機農業が盛んであり、有機農用地面積は197ha、農用地面積の8％を占める。 

１経営体当たりの平均経営面積は25ha（2016年）、国内総生産に占める農林水産

業の比率は2.5％（日本は1.1％）である。 

 

農林水産業の地位（2016年） 単位：億USドル、％ 

 スペイン 日本 

名目額 比率 名目額 比率 

国内総生産（GDP） 12,373 100.0 49,362 100.0 

うち農林水産業 311 2.5 530 1.1 

資料：国連統計 

 

日本との農林水産物貿易をみると、日本からスペインへの輸出額が1千万USドルであるの

に対し、スペインから日本への輸入額は11億USドルと約100倍である（2017年）。スペイ

ンから日本への輸入額全体のうち農林水産物は3割を占めており、強い存在感を示している。

日本の輸出上位品目は調味料、アルコール飲料、醤油であり、スペインからの輸入上位品目

は豚肉、オリーブ油、アルコール飲料である。 

                            
23 スペインの農林水産業概況、農林水産省2018 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/attach/pdf/index-66.pdf 
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農林水産省貿易概況（2017年） 単位：百万US ドル 

 輸出 
（日本→スペイン） 

輸入 
（スペイン→日本） 

日本の 
収支 

総額 2,942 3,348 ▲406 
農林水産物 10 1,102 ▲1,092 
農林水産物のシェア 0.3 32.9 - 

資料：財務省貿易統計 

 

農林水産物貿易上位5品目（2017年） 

輸出：日本→スペイン（単位：百万USドル％） 輸入：スペイン→日本（単位：百万USドル％） 

品目名 輸出額 シェア  品目名 輸入額 シェア 

ソース混合調味料 1.3 13.1  豚肉 506 45.9 
アルコール飲料 1.2 11.4  オリーブ油 169 15.3 
醤油 1.1 10.7  ｱﾙｺｰﾙ飲料 113 10.3 
ｽｰﾌﾟ･ﾌﾞﾛｽ 0.5 4.5  かつお・まぐろ類 67 6.1 
播種用の種等 0.4 4.1  ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ･ﾍﾟｰｽﾄ 23 2.1 
総額 10.2 100.0  総額 1,102 100.0 

資料：財務省貿易統計 

 

原産地呼称保護（PDO）は、スペイン語でDenominación de Origen Protegida 

（DOP）、地理的表示保護（PGI）はIndicación Geográphica Protegida（IGP）と

呼ぶ。スペインの農産物・食品のGI取得状況は、PDO102件（2019年12月31日時点、登

録済み）、PGI 90件と、合計192件となっており、イタリア、フランスに次ぐ第3位である。品目別

をみると、PDOは油・油脂、チーズ、果物・野菜・穀類が多く、PGIは果物・野菜・穀類、肉が多

い。 

 

品目別GI登録件数 

品目 PDO PGI 

Class 1.1. 肉 - 20 
Class 1.2. 肉製品 5 11 
Class 1.3. チーズ 26 2 
Class 1.4. その他動物製品（卵、蜂蜜等） 5 1 
Class 1.5. 油、油脂 31 - 
Class 1.6. 果物、野菜、穀類 25 37 
Class 1.7. 水産物 1 4 
Class 1.8. その他（スパイス等） 8 - 
Class 2.4. パン、菓子類 1 15 
総数 102 90 

EU eAmbrosiaデータベース、2019年12月31日時点登録済 
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スペイン北西部ガリシア州のQueso Tetilla  スペイン南西部カディス州のシェリー酢 

 

 

スペイン北部ナバーラ州の白アスパラガス   スペイン北部ナバーラ州の赤ピーマン  
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2.5.2  GI監視スキーム 

スペインでは地理的表示に関して、中央政府である農業漁業食料環境省（Ministerio de 

Agricultura, Pesca, y Alimentacion：MAPAMA）がすべてのカテゴリのGI産品（農産

物、ワイン、香味付けワイン、蒸留酒）の政策決定主体であり、かつEUへの登録申請窓口であ

る。 

 

中央政府 

機関名 住所 連絡先 

農業漁業食料環境省（Ministerio de 

Agricultura, Pesca, y Alimentacion：

MAPAMA）有機農業・差別化品質総局

(Subdirección General de Calidadd 

Diferenciada y Agricultura 

Ecológica：SGCDAE) 

Po Infanta 

Isabel, 1 

28014 Madrid 

Tel. +34 913475394-97 

Fax +34 913475410 

Email: sgcdae@mapama.es 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ 

EUIPO (2017)24 

 

GIの管理は原則として17の地方政府（Communidades Autonomas）と２つの自治

市が管理を行う地方分権が特徴である。州をまたいで登録されたGI（supra-autonomous 

GI25）については、中央政府であるMAPAMAが管理を担当する。 

 

GI名称の市場監視当局（EU規則 No.1151/2012第38条に基づく） 
 当局名 

1 JUNTA DE ANDALUCÍA  

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Dirección 

General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción 

Ecológica 

アンダルシア州政府 

農業水産農村開発省 

品質、農業食品業、生態学的生

産総局 

2 GOBIERNO DE ARAGÓN 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

アラゴン州政府 

農業、畜産、環境省 

3 PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos  

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroganadería 

アストゥリアス州政府 

地方農業天然資源省 

農村開発･アグリビジネス総局 

4 GOBIERNO BALEAR 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio  

Dirección General de Medio Rural y Marino 

バレアレス州政府 

農業環境国土省 

農村海洋総局 

5 GOBIERNO DE CANARIAS 

Dirección General de Consumo 

カナリア諸島州政府  

消費総局 

6 GOBIERNO DE CANTABRIA  カンタブリア州政府 

食品品質局 

                            
24 EUIPO (2017) Protection and control of geographical indications for agricultural products 

in the EU member states. Annex, Guide for public authorities and economic operators. 
25 2017年時点で8つの農産物食品及び4つのワインが該当。 
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 当局名 

Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) Consejería de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

家畜漁業地域開発省 

7 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y 

Consumo 

カスティーリャ・ラ・マンチャ州政府 

公衆衛生・薬物中毒・消費総局 

8 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN カスティーリャ・イ・レオン州政府 

9 GENERALIDAD DE CATALUÑA 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 

y Medio Rural Agencia Catalana del Consumo 

カタルーニャ州政府 

農業家畜漁業食品農村省 

カタロニア消費庁 

10 JUNTA DE EXTREMADURA 

Dirección General de Agricultura y Ganadería Servicio de Calidad 

Agropecuaria y Alimentaria 

エストレマドゥーラ州政府 

農業畜産総局 

農業食品品質サービス 

11 XUNTA DE GALICIA Secretaría General de Medio Rural y Montes 

Servicio de Promoción de Calidad Agroalimentaria 

ガリシア州政府農村林業局 

農業食品品質振興サービス 

12 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

ラ・リオハ州政府 

農業家畜環境省 

13 COMUNIDAD DE MADRID  

Consejería de Sanidad Dirección General de Ordenación e 

Inspección Área de Calidad Alimentaria 

マドリード州政府 

保健省 

食品品質の計画検査総局 

14 COMUNIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Consejería de Agricultura y Agua Dirección General de Industria 

Agroalimentaria y Capacitación Agraria 

ムルシア州政府 

農業・水省 

農業食品業・研修総局 

15 GOBIERNO DE NAVARRA 

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo 

ナバーラ州政府 

家族・子供・消費総局 

16 GOBIERNO VASCO KONTSUMOBIDE Instituto Vasco de 

Consumo 

バスク州政府消費研究所 

17 GENERALIDAD VALENCIANA 

Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

バレンシア州政府 

農業・漁業・食品・水省 

18 CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Servicio de Consumo セウタ自治市政府 消費サービス

局 

19 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Dirección General de Sanidad y Consumo  

メリリャ自治市政府 

衛生消費総局 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/national-competent-authorities-food-sector_en.pdf 

 

登録されたGI名称の監視も原則として地方政府が行うが、MAPAMAは窓口として機能す

る。例えばスペイン特許商標庁あるいはEU知的財産庁EUIPO（スペインのアリカンテに所在）

と協力して、スペインのGIに類似した名称の商標登録を防止する。また、侵害が申し立てられ

た場合には、MAPAMAが案件を受け付けて、該当する企業や店舗が所在する州に案件を

送り、各州政府当局が対応する。 

物理的店舗を持たないインターネット販売によるGI侵害には、MAPAMAが対応する。GI

権利保有者あるいは消費者（商品購入者）がインターネット販売で不正を見つけると

MAPAMAに通知する。MAPAMAは大手電子商取引プラットフォーム事業者（Alibaba 

Amazon eBay等）との協定を結んでおり、事業者に不正を連絡すると、48時間以内に販

売広告が削除され、不正品の流通が阻止される取り組みを行っている。 
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2.5.3  GI侵害の事例 

 

ベジタリアン用「パルミジャーノ」 

 

「パルミジャーノ・レッジャーノ（Parmigiano Reggiano）」はイタリアのPDOチーズ

であるが、スペイン企業が「ベジタリアン用パルミジャーノ」としてチーズ代用品をインターネッ

トで販売していた。イタリア当局からこの製品の販売を辞めさせるよう要請を受けた

MAPAMAは、販売者に対して1）チーズはミルクが原料であるため、ベジタリアンチーズと

表記してはならない、2）パルミジャーノはイタリアのGI であるので表記してはならない、と

通知した。その結果、販売者が承諾して事態は解決した。もしこの通知で解決できなか

った場合には、MAPAMAから販売者の拠点のある州に案件を送って、対応を一任する

という流れになる。 

ちなみに、チーズ代用品のニーズが多い欧州では、スペインだけではなく、ギリシャ企業

による同様のGI侵害も知られている。 

 

(MAPAMAヒアリング) 

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_10_ppt

.pdf) 

スペイン産「ロクフォール」 

 

「ロクフォール（Roquefort）」はフランスのPDOチーズ。しかしスペインの小売店に

「スペインのロクフォール（ROQUEFORT ESPAÑA）」というチーズが出回っていた。フ

ランスのロクフォールチーズの生産者団体から依頼を受け、スペインの弁護士が名称の使

用を辞めるよう販売者に警告状（Cease and Desist Letter）を送付した。その結

果、販売者が承諾して事態は解決した。 

担当弁護士によると、知的財産侵害事件の過半数は警告状を送付して解決すると

いう。生産者団体が行政ではなく弁護士に依頼する背景には、一般にスペインでは消

費者保護は行政、権利保護は法律家と役割分担する土壌があり、かつGI管理体制

が地方分権のため行政手続きが複雑になるためとのことである。 

 

(法律事務所Elzaburu社ヒアリング) 
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2.5.4  対抗手段 

行政ルートのみでなく、民間ルートも一般的であり、MAPAMAへのヒアリングによると、先ず

は行政が取り締まり、複雑なケースは法律専門家が対応するとのことである。無料だが時間が

かかる行政手続きと、有料だが迅速な弁護士サービスがあるといえる。 

～GIを守るために～ 

侵害の通報窓口 

【行政ルート】 

スペインは、州当局がGIを管理する地方分権の国。原則として19の当局がそれぞれの担

当地域の窓口となるが、中央政府の農業漁業食料環境省（MAPAMA）に通報すれ

ば、各地域の担当者に照会される。MAPAMAの窓口は、有機農業・差別化品質総局

sgcdae@mapama.es 

【民間ルート】 

法律事務所に対応を依頼するのも一般的。法律事務所の選択は、インターネットで知的

財産（特にGI、商標）を多く取り扱う弁護士を探したり、下記のような日本の組織に相

談しても良い。 

 農林水産知的財産保護コンソーシアム（農林水産省海外知的財産保護・監視委託事

業)：http://mark-i.info/index.html 

 弁護士知財ネット：https://iplaw-net.com/ 

 日本弁理士会知的財産相談室： 

https://www.jpaa.or.jp/howto-request/free_consultation/ 

 

連絡方法 

MAPAMA担当課にメールで連絡。決まった申請様式などはなく、MAPAMAの職員と情

報をやりとりする。法律事務所の場合もメールにて連絡する。 

 

保護のしくみ 

【行政ルート】 

GI 侵害が店舗で発見された場合、MAPAMAは店舗が所在する州政府に連絡し、州政

府が関係事業者に事実確認し、改善を要求する。 

GI侵害がインターネット上で発見された場合、MAPAMAが対応する。事実確認の上侵

害品の販売者に直接修正を要求するほか、プラットフォーム事業者と協定がある場合に

は、販売広告の削除を求める。 

【民間ルート】 

法律事務所が事実確認の上、GI名称の利用を改めるよう警告状を送付。改善されない

場合は依頼者と相談の上、諸事情を判断して訴訟等の対応を決定する。 
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行政措置は各州法で規定される。GIが2つ以上の州にまたがる場合はLaw no 6/2015 of 

12 Mayに規定され、MAPAMAが行政措置をとる権限を持つ。原則として、GIの侵害に対する

罰則は３段階のレベルで判断される。第三者によるGI名称の不正利用は最も重いレベルとされ、

罰金３万から30万ユーロが科される可能性がある。 

 

2.5.5  関連法令 

スペインのGI関連法令は以下の通りである。なお法令の名称は、欧州知的財産庁レポート26

に基づいている。 

 

GI 根拠法令（行政取り締まり含む） 

 Law no 6/2015 of 12 May on protected designations of origin and 

geographical indications of supraautonomic territory（地域をまたがる PDO

及び PGI に関する 2015 年 5 月 12 日法第 6 号） 

 Law No 24/2003 on vineyards and wine（ブドウ畑及びワインに関する 2003 年

法第 24 号） 

 Royal Decree No 1945/1983 of 22 June on infringement and sanctions in 

the field of consumer's protection and agri-food protection（消費者保護及

び農産物保護における侵害と制裁に関する 1983 年 6 月 22 日勅令第 1945 号） 

 各州法 

 

民事手続きについて 

 Law No 17/2001 of 7 December on trade marks（商標に関する 2001 年 12

月 7 日法第 17 号） 

 Law No 3/1991 of 10 January on unfair competition（不正競争に関する

1991 年 2 月 10 日法第 3 号） 

 Royal Decree-Law No 1/2007 of 16 November, the General Consumer 

and User Protection Act（一般消費者及び利用者保護に関する 2007 年 11 月

16 日勅令―法第 1 号） 

 

刑事手続きについて 

 Criminal Code, Chapter XI, Intellectual property rights（刑法 11 章知的財

産権） 

 Royal Decree of 14 September 1882, Ley de enjuiciamento criminal（刑

事手続法を承認する 1882 年 9 月 14 日勅令）  

                            
26 EUIPO (2017) Protection and control of geographical indications for agricultural products 

in the EU member states及びAnnex, Guide for public authorities and economic operators. 




